
川崎市病院局規程第１６号 

 

川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程の一部を改正する規程を次の

とおり制定する。 

 

令和７年５月３０日 

 

川崎市病院事業管理者 金 井  歲 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程の一部を改正する規程 

川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程（平成17年病院局規程第46

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「２，５００，０００円」を「４，０００，０００円」に改

める。 

附 則 

この規程は、令和７年６月１日から施行する。 



制 定 理 由 

 

川崎市病院局契約規程の改正に伴い、軽易工事とする額の上限を改めるため

、この規程を制定するものである。 

 


